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10月
（神無月） OCTOBER

11日・体育の日

NPO法人（特定非営利活動法人）のうち、
一定要件を満たすことにより国税庁長官の認
定を受けたもの。個人や法人が認定NPO法人
へ寄附した場合、寄附金控除の適用や損金算
入が認められます。平成13年度税制改正で創
設され、平成22年８月１日現在、認定の有効
期間内にあるNPO法人数は173法人です。

国　税／9月分源泉所得税の納付           10月12日
国　税／特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
                                                       10月15日
国　税／8月決算法人の確定申告
           （法人税・消費税等） 11月1日
国　税／2月決算法人の中間申告             11月1日
国　税／11月、2月、5月決算法人の消費税等の中間申告
            （年3回の場合） 11月1日
地方税／個人の道府県民税及び市町村民税の第三期分

納付                  市町村の条例で定める日
労　務／労働者死傷病報告（7月〜9月分）11月1日
労　務／労災の年金受給者の定期報告
           （7月〜12月生まれ） 11月1日
労　務／労働保険料第2期分の納付          11月1日

（労働保険事務組合委託の場合は11月15日)

認定NPO法人

1 0 月 の 税 務 と 労 務
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平
成
二
十
二
年
度
税
制
改
正
で
確

認
し
て
お
き
た
い
項
目
の
う
ち
、
今

回
は
、
①
仕
入
税
額
控
除
の
適
用
適

正
化
の
た
め
の
見
直
し
、
②
定
期
金

に
関
す
る
権
利
の
評
価
方
法
の
見
直

し
に
つ
い
て
、
Ｑ
＆
Ａ
方
式
で
わ
か

り
や
す
く
説
明
し
ま
す
。

仕
入
税
額
控
除
の
適
用
適
正
化

の
た
め
の
見
直
し
（
消
費
税
）

自
動
販
売
機
設
置
等
に
よ
る
ア

パ
ー
ト
建
築
に
係
る
消
費
税
の
全

額
還
付
と
い
う
節
税
手
法
が
規
制

さ
れ
た
そ
う
で
す
が
、
そ
の
内
容

を
教
え
て
下
さ
い
。

ア
パ
ー
ト
の
家
賃
は
、
消
費
税

法
で
は
非
課
税
売
上
げ
で
あ
る
た
め
、

ア
パ
ー
ト
の
建
築
費
に
か
か
る
消
費

税
額
は
、
「
非
課
税
売
上
げ
に
係
る

課
税
仕
入
れ
」
と
し
て
本
来
は
仕
入

税
額
控
除
で
き
ず
、
消
費
税
の
還
付

を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
非
課
税
の
家
賃
が
発
生

す
る
賃
貸
開
始
前
の
期
間
に
、
自
動

販
売
機
を
設
置
し
て
課
税
売
上
げ
だ

け
を
発
生
さ
せ
、
課
税
売
上
割
合
を

95
％
以
上
に
す
る
と
、
課
税
仕
入
れ

に
か
か
る
消
費
税
額
が
全
額
仕
入
税

額
控
除
で
き
る
こ
と
を
利
用
す
れ
ば
、

ア
パ
ー
ト
建
築
に
係
る
消
費
税
を
全

額
還
付
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま

す
。消

費
税
法
で
は
、
調
整
対
象
固
定

資
産
（
棚
卸
資
産
以
外
の
資
産
で
、

建
物
及
び
そ
の
附
属
設
備
、
機
械
、

装
置
等
の
資
産
の
う
ち
税
抜
き
一
〇

〇
万
円
以
上
の
も
の
）
を
取
得
し
た

後
、
課
税
売
上
割
合
が
三
年
以
内
に

著
し
く
低
下
し
た
場
合
に
は
三
年
目

に
そ
の
取
得
時
の
仕
入
控
除
税
額
が

過
大
で
あ
っ
た
と
し
て
、
控
除
税
額

を
減
額
調
整
す
る
措
置
が
設
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

本
来
で
あ
れ
ば
、
三
年
目
に
消
費

税
額
の
調
整
を
行
い
仕
入
税
額
を
減

額
し
、
改
め
て
消
費
税
額
を
納
税
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で

は
、
三
年
目
の
課
税
期
間
に
免
税
事

業
者
に
戻
っ
た
り
、
簡
易
課
税
制
度

を
選
択
す
る
こ
と
で
、
こ
の
調
整
措

置
を
免
れ
る
節
税
手
法
が
採
ら
れ
て

い
ま
し
た
。

平
成
二
十
二
年
度
税
制
改
正
で
は
、

1QA



3         10月号

課
税
の
適
正
化
の
観
点
か
ら
、
調
整

対
象
固
定
資
産
の
取
得
に
係
る
仕
入

控
除
税
額
が
過
大
で
あ
っ
た
場
合
に

つ
い
て
、
減
額
す
る
調
整
措
置
の
対

象
と
な
る
よ
う
に
次
の
見
直
し
が
行

わ
れ
ま
し
た
（
図
表
１
参
照
）
。

a

事
業
者
免
税
点
制
度
の
見
直
し

次
の
期
間
（
簡
易
課
税
制
度
の
適

用
を
受
け
る
課
税
期
間
を
除
き
ま

す
）
中
、
調
整
対
象
固
定
資
産
を
取

得
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
取
得
が
あ

っ
た
課
税
期
間
を
含
む
三
年
間
は
、

引
き
続
き
事
業
者
免
税
点
制
度
の
適

用
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
免
税

事
業
者
に
な
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

①

課
税
事
業
者
を
選
択
す
る
こ
と

に
よ
り
事
業
者
免
税
点
制
度
の
適

用
を
受
け
な
い
こ
と
と
し
た
事
業

者
の
そ
の
選
択
の
強
制
適
用
期
間

で
あ
る
二
年
間

②

資
本
金
一
千
万
円
以
上
の
新
設

法
人
に
つ
い
て
、
事
業
者
免
税
点

制
度
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
さ
れ

る
設
立
当
初
の
二
年
間

s

簡
易
課
税
制
度
の
適
用
の
見
直

し前
記
a
の
適
用
を
受
け
、
免
税
事

業
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
課
税

期
間
に
つ
い
て
は
、
簡
易
課
税
制
度

の
適
用
も
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

d

適
用
時
期

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に

課
税
事
業
者
選
択
届
出
書
を
提
出
し

た
事
業
者
の
同
日
以
後
開
始
す
る
課

税
期
間
及
び
同
日
以
後
設
立
さ
れ
た

資
本
金
一
千
万
円
以
上
の
新
設
法
人

に
適
用
さ
れ
ま
す
。

定
期
金
に
関
す
る
権
利
の
評
価

方
法
の
見
直
し
(相
続
・
贈
与
税
)

定
期
金
に
関
す
る
権
利
の
評
価

方
法
が
大
き
く
変
わ
っ
た
そ
う
で

す
が
、
そ
の
内
容
を
教
え
て
下
さ

い
。定

期
金
に
関
す
る
権
利
の
相
続

税
及
び
贈
与
税
の
評
価
に
つ
い
て
、

改
正
前
の
評
価
方
法
に
よ
る
評
価
額

が
実
際
の
受
取
金
額
の
現
在
価
値
と

乖
離
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
評
価
方

法
が
図
表
２
の
よ
う
に
見
直
さ
れ
ま

し
た
。

［
適
用
時
期
］

a

給
付
事
由
が
発
生
し
て
い
る
定

期
金

次
に
掲
げ
る
定
期
金
に
関
す
る
権

利
に
係
る
相
続
税
又
は
贈
与
税
に
つ

い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

①

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
相
続
・
遺
贈
又
は
贈
与

に
よ
り
取
得
す
る
定
期
金
に
関
す

る
権
利
（
こ
の
期
間
内
に
締
結
し

た
契
約
に
係
る
も
の
に
限
り
ま

す
）

②

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
以
後

の
相
続
・
遺
贈
又
は
贈
与
に
よ
り

取
得
す
る
定
期
金
に
関
す
る
権
利

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
に
締
結
さ
れ
た
契
約
で
、
平
成
二

十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
相

続
・
遺
贈
又
は
贈
与
に
よ
り
取
得
す

る
定
期
金
の
権
利
で
あ
れ
ば
改
正
前

の
規
定
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一

日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
定
期
金
給
付
契
約
に

係
る
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
変

更
の
あ
っ
た
日
に
新
た
に
締
結
さ
れ

た
契
約
と
み
な
さ
れ
ま
す
（
軽
微
な

変
更
を
除
き
ま
す
）
。

s

給
付
事
由
の
発
生
し
て
い
な
い

定
期
金

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
以
後
の

相
続
・
遺
贈
又
は
贈
与
に
よ
り
取
得

す
る
定
期
金
に
関
す
る
権
利
に
係
る

相
続
税
又
は
贈
与
税
に
つ
い
て
適
用

さ
れ
ま
す
。
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電
車
や
バ
ス
で
通
勤
す
る
人
に

は
、
会
社
か
ら
定
期
券
が
支
給
さ
れ

た
り
、
給
与
に
通
勤
手
当
と
し
て
一

か
月
分
の
定
期
代
が
含
ま
れ
た
り
し

て
い
ま
す
。
税
法
で
は
通
勤
に
要
す

る
費
用
は
、
一
定
の
限
度
額
ま
で
非

課
税
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
限
度
額
は
、
通
勤
の
た
め
の

運
賃
・
時
間
・
距
離
等
の
事
情
に
照

ら
し
て
、
最
も
経
済
的
か
つ
合
理
的

な
方
法
に
よ
る
金
額
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
金
額
が
一
か
月
当

た
り
一
〇
万
円
を
超
え
る
場
合
に

は
、
一
〇
万
円
が
非
課
税
の
限
度
額

と
な
り
ま
す
。

な
お
、
新
幹
線
を
利
用
し
た
場
合

の
運
賃
の
額
も
「
経
済
的
か
つ
合
理

的
な
方
法
に
よ
る
金
額
」
に
含
ま
れ

ま
す
が
、
グ
リ
ー
ン
料
金
は
含
ま
れ

ま
せ
ん
。

債務免除の取扱い、
原則は贈与

私の弟が住宅を建築したいと
いうことで、８年前に600万円を
貸し付けました。毎年60万円ず

つを返済するという約束で、現在までに
480万円の返済を受けています。

今年の４月に、弟の子供が大学に入学し
ましたので、入学祝いとして残金の120万
円について、返済を免除することにしまし
た。このような場合は、弟に対して贈与税
が課税されるでしょうか。

対価を支払わないで、または
著しく低い価額の対価で債務の
免除、引受け、又は第三者のた

めにする債務の弁済（以下「債務の免除な
ど」といいます）による利益を受けた場合
には、これらの行為があった時に、その利
益を受けた者が、その債務の免除などの金

額に相当する金額（対価の支払いがあった
場合には、その価額を差し引いた金額）
を、その債務の免除などをした者から贈与
により取得したものとみなされます。

ただし、債務者が資力を喪失して債務を
弁済することが困難である場合に、その債
務の免除またはその債務者の扶養義務者に
よって債務の弁済または引受が行われたと
きは、みなし規定の適用を除外することと
されています。

ご質問の場合は、弟の子供の入学祝いと
して免除したのですから、このただし書き
には該当しません。あなたが免除した120
万円の債務は弟に贈与したものとみなさ
れ、債務の免除を受けた弟には贈与税が課
税されます。

なお、弟から通常どおり貸付金の返済を
受け、別途現金を入学祝いとして贈与した
場合で、その金額が社会通念上相当である
と認められるものならば、贈与税の課税は
行われないものと思われます。

パソコン購入、
本体とソフトの区分

パソコンを購入する際に、基本ソフト
（OS）とアプリケーション・ソフトが最
初からインストールされている場合で、
購入明細等に本体の価格だけしか記載さ
れていないことがあります。

この場合、基本ソフトについては、パ
ソコンを稼動させるために最低限必要な
ものであるため、パソコン本体の一部で
あると考えられます。

また、アプリケーション・ソフトにつ
いては、本体購入時に、そのソフト自体
を値引きしているとも考えられますの
で、これについてもパソコン本体の取得
価額として取り扱って差し支えないもの
と思われます。

なお、購入明細等でパソコン本体とソ
フトの代金とが明らかに区分されている
場合は、それぞれを区分して資産計上の
判断をする必要があります。

通
勤
定
期
代
の
非
課
税
限
度
額


